
※1 昭和29年10月1日以前に生まれた方の場合、「特例による退職共済年金」が支給されています。
※2 特定消防組合員は、消防司令以下の消防職員であった方をいいます。

表①　一般組合員の支給開始年齢 表②　特定消防組合員※2の支給開始年齢
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